
酒類業に対する活性化支援
 
 

中小企業者が多くを占める酒類業界が社会経済情勢の変化に適切に対応できるよ

う、経営改善等に向けた自主的な取組を支援しています。 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国税庁の支援策

リーディング・ケースの紹介

酒類業者による活性化・経営革新の取組事例等をホームページで紹介

しています。

活性化支援研修会等の開催

中小企業診断士などの専門家等を講師とした各種研修会を開催して

います。

経営革新計画等の作成支援

中小企業新事業活動促進法に定める経営革新計画、中小企業地域資源

活用促進法に定める地域資源活用事業計画及び農商工等連携促進法に

定める農商工等連携事業計画等の作成に対して助言等を通じて支援し

ています（各事業計画の概要については次頁参照）。

中小企業支援施策等情報の提供

中小企業支援施策（融資制度、金利情報等）に関する様々な情報を随

時提供しています。

 

 

 

 

リベート等の透明性・合理性を確保するよう改善指導した。 

（製造業者）

１ Ａ社は、新規取引を行う数社に対して、新規納入商品について、「半値導入」と称して販売価格の

半額をリベートとして支出していた。

２ Ａ社は、取引先である卸売業者Ｂ社に納品済みの商品について、Ｂ社が小売業者Ｃ社に納品する際

に要した費用を、負担すべき合理的な理由がないまま支出していた。

３ Ａ社は、自社商品のブランド価値向上を目的として支払うリベートを、特売時の値引分の補てん金

として使用するよう、複数の取引先に提案し、支払っていた。

４ Ａ社は、取引先が販売目標を達成した場合に支払うリベートの金額を設定するに当たり、自社商品

が有利に取り扱われることを期待して、目標値を幅広く設定して容易に目標を達成できるようにした

ほか、取引先ごとの受取額に差が生じないようにするため目標値ごとの単価の差を小さくするなど、

合理性を欠く設定を行っていた。

また、このリベートの第１回目の支払に当たっては、過去の支払実績がないという理由で、達成率

を ％としてリベートを計算していた。

「指針」のルール４ 透明かつ合理的なリベート類 
  

リベート類には、いかなる形態であれ透明性（支払基準・支払時期等の明確化、取引先への事前開

示）及び合理性（支払基準が合理的に説明し得る）が必要である。 

【「指針」のルール４に則していない事例に対する指導事項等】 
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経営革新計画等の制度の概要

 
 
中小企業を支援する各法律により、中小企業者による新商品の開発などの取組に対

して、低利融資、信用保証、補助金等の各種支援措置が用意されています。 
これらの支援措置を受けるためには、中小企業者が各法律に基づく事業計画を策定

し、国等の認定を受ける必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各事業計画の概要

地域産業資源活用事業計画（中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関す

る法律（中小企業地域資源活用促進法）） 
中小企業者が地域産業資源（産地の技術・地域の農水産品・観光資源）を活用した新商品・

新サービスの開発・市場化を図る計画 
例：西湘フルーツと伝統の酒造り技術を活用したリキュールの開発・販売（神奈川） 

地酒の酒粕を利用したチョコレート等の商品開発とブランド化（山形） 

経営革新計画（中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（中小企業新事業活動促進法）） 
中小企業者等が単独又は共同して新商品や新役務の開発や提供等の新たな事業活動を通じ

て、相当程度の経営の改善を図る計画 
例：びん詰め時の火入れ方法の変更による高品質商品の製造（兵庫） 

プリペイド販売方式による酒類の量り売り（東京） 

農商工等連携事業計画（中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律

（農商工等連携促進法）） 
中小企業者と農林漁業者が共同で新商品の開発等に取り組む計画 
例：富山県産古代米を活用した日本酒の開発と海外への販路開拓事業（富山） 

ワイン残渣を用いたメタボリック症候群予防食品の開発等（北海道） 
いちごを使った果実酒の開発等（栃木） 
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